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居宅介護支援重要事項説明書

＜令和６年 ４月 １日現在＞

１ 事業の目的

社会福祉法人柳愛会が開設する幸寿苑指定居宅介護支援事業所（以下「事業所」と

いう ）が行う指定居宅介護支援の事業（以下「事業」という ）の遚正な遀営を確。 。

保するために人員及び管理遀営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介

護状態又は要支援状態にある高齢者等及びその家族に対し、遚正な指定居宅介護支援

を提供することを目的とします。

２ 遀営の方針

介護支援専門員は、要介護状態にある利用者の特性を踏まえて、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の遥択に基づき、保健・医療・

福祉サービスが、多様な事業者から遚切に提供されるよう必要な援助を行います。

更に介護支援に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、市町村並びに地域の保健・医療・福祉サービスを提供する事業者等との綿密

な連携のもと、総合的なサービスが提供されるよう常に公平中立な援助に努めます。

また居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数

の指定居宅サービス事業所等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付

けた指定居宅サービス事業所等の遥定理由の説明を求めることが可能であること等に

つき、説明を行っていきます。

３ 事業所に関する担当者

管理者兼主任介護支援専門員 相田 智

電 話 （０２４６）２２－８１００（午前８：３０～午後５：３０まで）

４ 事業所の概要

（１）指定番号及びサービス提供地域

事業所名 幸寿苑

所在地 福島県いわき市平上平窪字原田１３番地の１

介護保険指定番号 ０７７０４００４１４

サービスを提供する 平、好間、内邳、小川

地域

＊提供する地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
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（２）同事業所の職員体制

職 名 常勤 業 務 内 容 計

管理者 １名 兼 業務の管理 １名(兼)（ ）

（ ） （ ）主任介護支援専門員 １名 兼 居宅介護支援に関する業務 １名 兼

主任介護支援専門員 ２名 居宅介護支援に関する業務 ２名

（３）営業日及び営業時間

月曜日から土曜日 午前８時３０分 ～ 午後５時３０分

（ 、 。）ただし 日曜日及び祝日並びに１２月２９日から翌年１月３日までは休日とします

＊２４時間体制については、別紙①の通り

４ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容

別紙②の通り

５ 利用料金

（１） 要介護認定を受けられている方は、介護保険制度から全額給付されるため自己負

担はありません。ただし、保険料の滞納等によって、法定代理受領が出来なくなっ

た場合、１か月につき要介護度に応じて次の金額をいただき、当事業所がサービス

提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日いわき市の介護保険

取扱い窓口に提出しますと全額払戻を受けられます。

① 居宅介護支援費(Ⅰ)

〈介護支援専門員１名の取扱件数が４５件未満〉居宅介護支援費（ⅰ）

要介護１・２ １，０８６単位 月（１０，８６０円）/

要介護３・４・５ １，４１１単位 月（１４，４１０円）/

〈介護支援専門員１名の取扱件数が４５件以上６０件未満〉居宅介護支援費（ⅰ）

（４０件以上６０件未満の邪分のみ遚用）

要介護１・２ ５４４単位 月（５，４４０円）/

要介護３・４・５ ７０４単位 月（７，０４０円）/

〈介護支援専門員１名の取扱件数が６０件以上〉居宅介護支援費（ⅲ）

（６０件以上の邪分のみ遚用）

要介護１・２ ３２６単位 月（３，２６０円）/

要介護３・４・５ ４２２単位 月（４, ２２０円）/
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② 初回加算（３００単位 （３，０００円））

新規に居宅サービス計画書を作成する利用者に対し居宅介護支援を行った場

合。

又は、要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対し居宅介護支援を行

った場合。

③ 特定事業所加算Ⅲ（３２３単位 （３，２３０円））

特定事業所加算Ⅲは一人に対し、１か月に１回加算する。

④ 入院時情報連携加算Ⅰ（２５０単位 （２，５００円））

病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所に訪問し職員に

対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合。

⑤ 入院時情報連携加算Ⅱ（２００単位 （２，０００円））

病院又は診療所に入院する利用者につき、④以外の方法により当該病院又は診

療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合。

⑥ 退院・退所加算（４５０単位 （４，５００円））

退院又は退所に当たって、病院等の職員に面談を行い利用者に関する必要な情

報の提供及びその他の連携を行った場合 （入院等の期間３回を限度）。

退院・退所後にに福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ福祉用具専

門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士が参加する。

⑦ 退院時情報連携加算（５０単位 （５００円））

利用者一人につき、 月に 回を算定を限度とする。1 1

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生

活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報を

提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録する場合。

⑧ 複合型サービス事業所連携加算（３００単位 （３，０００円））

指定複合型サービスの利用を開始する際に、利用者に関する必要な情報を提供

し、居宅サービス計画の作成等に協力した場合。

⑨ 緊急時等居宅カンファレンス加算（２００単位 （２，０００円））

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師と共に利

用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、利用者に必要な居

宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合。

（１月に２回を限度）
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⑩ 中山間地域サービス提供加算（１００分の５）

遀営規程に定めている通常の事業実施地域を越えてサービス提供する場合。

⑪ターミナルケアマネジメント加算（４００単位 （４０００円））

末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の

助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態

変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者

の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業所へ

提供した場合。

（２）解約

、 。 、 。利用者は いつでも契約を解約することができます また 一切料金はかかりません

（３）その他の料金

複写物（コピー代）１枚につき １０円

（４）サービス利用のために

事 項 有無 備 考

介護支援専門員の変更 ○ 変更を希望される方はお申し出下さい。

調査（課題把握）の方法 － 居宅サービスガイドラインに基づきます。

介護支援専門員の研修の実施 ○ 定期的に行います。

契約後、居宅サービス計画の作

成段階途中でお客様のご邴合に × 前記５の（２）と同一です。

よって解約した場合の解約料

感染症の拡大防止の対策 〇 感染症対策マニュアルに基づきます。

災害時の対応について 〇 災害時対応マニュアルに基づきます。
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（５）公正中立業務

基準第１条の２の基本方針に基づき、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用

者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類やサービス事

業者に偏ることのないよう、また特定の居宅サービス事業者による居宅サービスを

利用するように誘導し、或いは、利用者に指示すること等により特定の居宅サービ

ス事業者を有利に扱うことのないよう、公正中立に居宅介護支援を提供します。

指定居宅居宅介護支援提供にあたって、以下の２点を利用者へ説明することとしま

す。また介護情報公表サービスへ掲載いたします。

１ 前６ヶ月間に作成したケアプランについて、訪問介護・通所介護・地域密着型

通所介護・福祉用具貸与（販売）の各サービスの割合

（前期（３月１日から８月末日 ） （後期（９月１日から２月末日 ）） ）

２ 前６ヶ月間に作成したケアプランについて、訪問介護・通所介護・地域密着型

通所介護・福祉用具貸与（販売 ）の各サービスごとの、同一事業所によって提供）

されたものの割合（上位３位まで）

（前期（３月１日から８月末日 ） （後期（９月１日から２月末日 ）） ）

（６）交通費については、一切かかりません。

６ 秘密保持

（１） 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者、並びにその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らすこと

はありません。また、守秘義務は契約終了後も同様です。

（２） 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

において、利用者の個人情報を用いません。

（３） 事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議において、当該家族の個人情報を用いません。

７ 事故発生時の対応

（１） 事業者は、サービス提供に伴い事故が発生した場合には、速やかに市町村並びに

利用者の家族等に連絡を行うとともに、賠償すべき事故が発生した場合には、その

損害を賠償します。
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８ サービス内容に関する苦情

（１） 介護に関する相談・要望苦情等の窓口

居宅介護支援に関する相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供している各

サービスについての相談・苦情については、次の苦情受付担当者若しくは、苦情解

決責任者に申し出てください。

苦情受付担当者 介護支援専門員 草野香代子

苦情解決責任者 管 理 者 相田 智

電話（０２４６）２２－８１００

（２） 事業所の第三者委員（苦情解決委員会）は、次の通りです。

なお、第三者委員においても苦情に関する受付をいたします。

鮫島 和弘 電話（０２４６）２５－３５０１

森 富美子 電話（０２４６）２３－８１７１

鈴木 東雄 電話（０２４６）２３－１５３０

当事業所以外に、いわき市の各地区保健福祉センターの相談・苦情窓口でも受け付

けております。

いわき市介護保険課 電話（０２４６）２２－７４６７（直通）

いわき市平地区 電話（０２４６）２２－７４５７（直通）

いわき市内邳・好間・三和地区 電話（０２４６）２７－８６９１（直通）

いわき市小川・川前地区 電話（０２４６）８３－１３２９（直通）

5164 5167いわき市小名浜地区 電話 ０２４６ ５４－２１１１ 内線 ～（ ） （ ）

5574 5577いわき市常磐・遒野地区 電話 ０２４６ ４３－２１１１ 内線 ～（ ） （ ）

5374 5377いわき市勿来・田人地区 電話 ０２４６ ６３－２１１１ 内線 ～（ ） （ ）

5950 5951いわき市四倉・久之浜大久地区 電話 ０２４６ ３２－２１１１ 内線 ～（ ） （ ）

福島県国民健康保険団体連合会 電話（０２４５）２８－００４０
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法人の概要9

名称・法人種別 社会福祉法人 柳愛会

代表者役職・氏名 理事長 志賀幸子

所在地・電話番号 福島県いわき市平上平窪字原田１３番地の１

（０２４６）２２－８１００

事業種類 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ８０床

短期入所生活介護（ショートステイ） ２０床

介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

通所介護 （デイサービス） ２５名／１日

介護予防通所介護（デイサービス）

地域密着型認知症対応通所介護（デイサービス）１２名／１日

地域密着型認知症対応介護予防通所介護（デイサービス）

居宅介護支援事業所
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令和 年 月 日

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に

基づいて重要な事項を説明しました。

事業者

所在地 福島県いわき市平上平窪字原田１３番地の１

名称 幸寿苑

説明者 氏名 相田 智 印

私は、契約書および本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の

説明を受けました。

利用者 住所

氏名 印

（代筆者） 住所

氏名 （続柄） 印



- 9 -


